
November 2020 人事労務NEWS

国税庁が年末調整ソフトの
提供を開始

Column

ゆうメール

料金後納
郵便

〈差出人・返還先〉

中越運送株式会社
〒125-0051
東京都葛飾区新宿3-9-5

令和2年11月吉日

⇒答えはP.8の下へ

株式会社高橋賃金システム研究所／多摩労務管理事務所／株式会社高橋給与計算センター
令和2年（2020年）

November

拝啓　貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

人事労務NEWSをお送り致します。お目通しいただければ幸いです。

貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。　　　　　　  敬具

11月
人事から経営を支援する

人事労務NEWS

代表・活人コンサルタント　高橋　邦名
くに  かた

人事労務NEWS （11月号） ～お客様のお役に立つ情報を発信します～

株式会社高橋賃金システム研究所

個人情報の取扱いに

関するご連絡

発行人・編集人 発  行高橋  邦名

本封書はこれまでに、顧客様及び、弊社担当者が名刺交換をさせていただいた方、弊社が関与する各種イベント、セミナー、Webその他のマーケティング
キャンペーンなどにお申し込みやご参加いただいた方、広く一般に公開もしくは提供されている情報を通じて弊社顧客情報に登録されている方に郵送さ
せていただいております。※ご不要の場合にはご一報くださいますよう、お願い申し上げます。

http://www.katsujin-consul.com taka0001@sepia.ocn.ne.jp
1.賃金制度、評価制度の導入指導
2.就業規則の作成
3.労働保険・社会保険手続き代行
4.給与計算代行
5.企業文化創造研修・人財育成

業
務
内
容

株式会社高橋賃金システム研究所／多摩労務管理事務所／
株式会社高橋給与計算センター

（事務センタ―）東京都八王子市寺町1‒1
TEL:042-627-0521　FAX:042-627-0528

東京都中央区八重洲2‒4‒10 第一幸田ビル5F
TEL:050-3386-9903　FAX:050-3730-2397東京本部本社

P2. 労基法施行規則等の改正案「届出等の際の押印等の廃止・
 36協定届などの様式の見直し」について

P3. 準備は進めていますか？　来年１月１日より子の
 看護休暇・介護休暇の時間単位取得ができるようになります

P4. 企業における感染症対策の実態は？ ～東京商工会議所調査より

P5. 「副業」実態調査　～「エン転職」ユーザーアンケートより

P6. 2020年度の地域別最低賃金が改定、発効しました

P7. 中途採用比率の公表が来年春スタート

P8. 国税庁が年末調整ソフトの提供を開始

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

Column

有期労働契約は、原則として、３年を超える期間について締結してはならないこととされています。ただ

し、①高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者との間に締結する労働契約、②満60歳以上の労

働者との間に締結する労働契約、については期間の上限は5年とされています。また、1年を超える有期

労働契約については、原則働き始めてから１年が経過していれば、いつでも退職することができる。
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年末調整の電子化に向けた取組み

企業と従業員双方の事務処理の負担軽減を目的とした年末調整手続きの
電子化に向けた取組みにより、令和２年分の年末調整から、生命保険料控
除、地震保険料控除および住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等につ
いて、勤務先への電子データによる提出が可能になりました。そして令和２年
10月、従業員が年末調整の書類をインターネット上で作成するためのソフト
ウェア「年調ソフト」の提供が開始されました（国税庁ホームページからダウ
ンロード可能）。電子化に対応している企業については、従業員へこれを周知
し、電子化にともなって変更となる手続き等を確認し、来るべき年末調整に備
えましょう。また、今年は対応しなかったという企業についても、従業員からの
問合せが増えることが考えられます。来年以降の対応も含め、自社の対応を
あらためて確認しておきましょう。

電子化のメリットと注意点

電子化が進むと、従業員は「マイナポータル」を利用して簡単に申請書の作成ができるようになり、控除証明書
等の紛失や計算ミスなどが減ります。企業は、これまで多くの労力をかけていた検算・付け合わせ等の確認作業が
大幅に削減できるようになります。また、提出された控除申告書は７年間保存
する必要があり、保管コストが発生していましたが、電子データでの保管が
可能となるためこれを削減できます。一方で、情報漏洩を防ぐためのセキュリ
ティの強化や、自社が使用する給与システムを対応させる場合の改修費が必
要となる可能性もあり、注意が必要です。なお、電子化にあたっては、従業員
に対する周知や給与システム等の改修のほかに、従業員から申告書に記載
すべき事項を電子データにより提供を受けることについて、あらかじめ所轄
税務署に承認申請書を提出する必要があります。

期間を定めた労働契約を締結す

る際、契約期間の上限には制限が

ある。〇か×か

国税庁のホームページ

マイナポータルのホームページ

https://www.nta.go.jp/users/
gensen/nenmatsu/
nencho.htm#soft_dl
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準備は進めていますか？
来年１月１日より子の看護休暇・介護休暇の
時間単位取得ができるようになります

労基法施行規則等の改正案
「届出等の際の押印等の廃止・
 36協定届などの様式の見直し」について

「子の看護休暇」制度とは？

育児介護休業法により、小学校就

学前の子を養育する労働者は、事業

主に申し出ることにより、１年度にお

いて５日（その養育する小学校就学

の始期に達するまでの子が２人以上

の場合にあっては、10日） を限度とし

て、子の看護休暇を取得することが

できます。

なお、取得できる労働者として、

日々雇い入れられる労働者が除かれ

るほか、一定の労働者を労使協定で

対象外とすることができます。

「介護休暇」制度とは？

育児介護休業法により、要介護状

態にある対象家族の介護や世話をす

る労働者は、事業主に申し出ることに

より、１年度において５日（その介護、

世話をする対象家族が２人以上の場

合にあっては、10日）を限度として、介

護休暇を取得することができます。

取得できる労働者の要件は、子の

看護休暇と同じです。

何が変わる？

子の看護休暇・介護休

暇の取得単位は、１日単位

または半日単位（１日の所

定労働時間の２分の１。労

使協定により異なる時間数

を半日と定めた場合には、

その半日）とされています

が、令和３年１月１日より、１時間単位

での取得が可能となります。

また、１日の所定労働時間が４時間

以下の労働者には、半日単位での取

得をさせなくてもよいこととされてい

ますが、令和３年１月１日より、１時間

単位での取得ができることとなります。

何が必要？

育児介護休業規程の見直しが必要

となります。さらに、子の看護休暇・

介護休暇の時間単位取得は、原則始

業時間もしくは終業時間に連続する

かたちで取得させればよいこととされ

ていますが、厚生労働省では法を上

回る措置として、いわゆる「中抜け」を

認める制度とすることを求めています。

規程の見直しにあたっては、中抜けを

認めることとするかどうかの検討が必

要です。

また、時間単位取得が困難な業務

がある場合は、労使協定により、その

業務に従事する労働者を対象労働者

から除外することができるため、該当

する業務がある場合は、労使協定の

締結も必要となります。

NEWS NEWS

改正の趣旨
労働基準法および最低賃金法の規

定に基づき、使用者に提出が求めら

れている届出等について、規制改革

実施計画（令和２年７月17日閣議決

定）等において、行政手続における押

印の見直しが明記されたことを踏ま

え、これら届出等に際し、使用者およ

び労働者の押印、または署名を求め

ないこととするというものです。

規制改革実施計画
令和２年７月17日に閣議決定され

た規制改革実施計画のデジタルガバ

メント分野における新たな取組みとし

て、「行政手続における書面規制・押

印、対面規制の抜本的な見直し」が掲

げられ、「各府省は、……原則として全

ての見直し対象手続について、恒久的

な制度的対応として、年内に、規制改

革推進会議が提示する基準に照らし

て順次、必要な検討を行い、法令、告

示、通達等の改正やオンライン化を

行う。」ことが明記されました。

改正の概要
労働基準法施行規則、事業附属寄

宿舎規程、年少者労働基準規則およ

び建設業附属寄宿舎規程ならびに最

低賃金法施行規則において、法令上

押印等を求めないこととするととも

に、労働基準監督署長等への届出等

の際に押印等を求めている省令様式

について押印欄を削除します。

押印等を求めている省令様式のう

ち、36協定届など、事業場の労働者

の過半数で組織する労働組合または

労働者の過半数を代表する者の記載

のあるものについては、労働組合の記

名がされている場合には事業場の労

働者の過半数で組織されている旨

を、過半数代表者の記名がされてい

る場合には事業場の労働者の過半数

を代表している旨および当該過半数

代表者が労働基準法施行規則６条の

２第１項各号（※）のいずれにも該当

する者である旨のチェックボックスを

設けることとするほか、所要の改正を

行います。

※　①法41条第２号に規定する監督

または管理の地位にある者でない

こと。②法に規定する協定等をする

者を選出することを明らかにして実

施される投票、挙手等の方法によ

る手続きにより選出された者で

あって、使用者の意向に基づき選

出されたものでないこと。

いつから施行
令和３年４月１日予定（公布日は令

和２年12月中旬予定）となっていま

す。

行政手続における押印の見直しを受け、「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案」のパブリックコメントによ

る意見募集が、令和２年10月９日から開始されました（意見募集の締切りは令和２年11月７日）。

参　考

https://search.e-gov.go.jp/servlet/
Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200242&Mode=0

▲スマホでかんたんに
　アクセスできます。

e-Gov

パブリックコメント：
意見募集中案件詳細

参　考

https://www.mhlw.go.jp/
content/11900000/000582033.pdf

厚生労働省

子の看護休暇・介護休暇が
時間単位で取得できるように
なります

厚労省
PDF

　スマホで

▲かんたんに
　アクセスできます。

改正のポイント

◆半日単位での取得が可能
◆１日の所定労働時間が４時間以下の労働者
は取得できない

◆時間単位での取得が可能
◆全ての労働者が取得できる

改
正
前

改
正
後
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企業における感染症対策の実態は？
～東京商工会議所調査より

「副業」実態調査
～「エン転職」ユーザーアンケートより
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副業希望者
「現在、副業を希望しています

か？」と伺ったところ、49％が「希

望している」（非常に希望してい

る：2 4％、やや希望している：

25％）と、昨年より８ポイント

アップしました。「現在お勤めの会

社では、副業は認められています

か？」と伺うと、27％が「認められ

ている」と回答。約半数が副業を希

望する一方、容認していない企業

が多いことがうかがえます。

副業の希望理由
副業希望者に、希望する理由を

伺ったところ、昨年の本調査と同

様に「収入を増やしたい」（88％）

が最多でした。「失業したときの保

険」は22％と、昨年より８ポイン

ト増加。新型コロナウイルス感染

拡大以降、将来の仕事に不安を抱

く方が多いことがうかがえます。

副業の経験
副業経験の有無を伺ったとこ

ろ、34％が「経験がある」（現在し

ている：12％、過去に経験がある：

22％）と回答しました。昨年と比

較すると、２ポイントの上昇。副業

経験がある方に経験してよかった

ことを伺うと、第１位は「副収入が

得られた」（82％）でした。副業に

期待する収入増が実際に叶った方

が多いことが分かりました。

ほかにも、「人間関係が広がっ

た」（30％）、「知見・視野が広がっ

た」（30％）という回答が目立ちま

した。中には「コロナ禍で出勤がで

きず、知人に紹介してもらい在宅

でできる副業を始めた」と、新型コ

ロナウイルスの影響が伺える回答

もあります。

副業で不安なこと
副業の不安を伺ったところ、第

１位は「手続きや税金の処理が面

倒」（52％）でした。「20万円以上稼

いだので確定申告が面倒くさかっ

た」（28歳女性）、「本職ですら、怪

我したりした時に労災をめぐって

トラブルになったから」（35歳女

性）など、副業をする上で必要な対

応や制度理解を懸念に感じている

方が多いようです。

第２位は「本業に支障が出そう」

（37％）でした。 「現在の会社では

副業は難しそうなので、もしやる

としたら会社バレが怖いです」（31

歳女性）、「今の会社では具体的に

副業可能か記載がなく、また副業

可能かどうか聞くことで、転職の

気があるか悟られないかが不安で

す」（27歳女性）など、本業の職場

での印象や変わらず成果を出し続

けられるか不安な方が多いことが

分かりました。

第３位は「過重労働で体調を崩

しそう」（36％）でした。「今の仕事

で精一杯です。日曜日しか休みが

ないので副業は考えたこともあり

ませんでした」（23歳女性）など、

本業と副業のスケジュール調整、

労働時間のバランスを不安視して

いることがうかがえます。

企業活動に影響を及ぼした
新型コロナウイルス感染症

今年の頭から全世界にパニック

を引き起こした新型コロナウイル

スですが、多くの企業の事業活動

にも大きな影響を及ぼしていま

す。東京商工会議所が会員企業

1 , 477社（回答数582社、回答率

39.4％）を対象に実施した調査で

も、76.1％が新型コロナウイルス感

染症拡大は事業継続への影響を与

えたと回答しています。大なり小

なり、何ら影響を受けていないと

いう企業は少ないのではないで

しょうか。

感染症BCP
必要性は認識しながらも
策定困難な企業が多い

本調査では感染症の対応を含む

ＢＣＰ（事業継続計画）の有無につ

いても聞いており、「有る」と回答

した企業は17.8％、「策定中」「今

後、策定予定」と回答した企業は合

わせて36.1％だったそうです。一

方、「必要だと思うが、予定はない」

と回答した企業は42.4％となって

います。感染症ＢＣＰ策定上の課

題として、「ノウハウやスキルがな

い（ 6 6 ％）」「人員が割けない

(49.5％)」との回答も多く、ＢＣＰ

策定の必要性は感じながらも、な

かなか実施できないという企業の

実情が読み取れます。

感染拡大防止のために実施した
対策と購入資材

また、新型コロナウイルスの感

染拡大を受けて実施した対策とし

て、「手洗い・うがい・マスク着用の

励行（96.6％）」「アルコール消毒液

等の設置（94.5％）」はほとんどの

企業が実施しており、「飛沫感染防

止資材の購入（74.6％）」「定期的な

従業員の体調確認（68％）」が続い

ています。感染防止のために社内

で購入した資材としては、「手指用

消毒液（ 9 0 . 5 ％）」と「マスク

（86.9％）」が上位になっている一

方、「設備用消毒液（46.6％）」「間仕

切り（アクリル板等）（40.7％）」な

どは半数以下となっています。

企業に求められる対策

本調査は東京23区の会員企業の

現況を示したものですが、対策が

十分といえる企業はまだ少なく、

付け焼刃的に対応している企業が

多いようです。感染症に限らず、最

近は自然災害等による影響も目立

つところです。今後は、地域ごとの

特徴を踏まえ、自社の課題を整理

したうえでの、わかりやすい対策

マニュアルの策定が求められてい

くことでしょう。

人事労務NEWSNovember 2020

東京商工会議所
「企業における感染症対策に
 関する実態調査」結果について

https://www.tokyo-cci.or.jp/
page.jsp?id=1022911

▲スマホでかんたんに
アクセスできます。

参　考

エン・ジャパン株式会社が運営する総合転職支援サービス『エン転職』（https://employment.en-japan.com/）

上で、ユーザーを対象に実施した「副業」についてのアンケート結果が公表されました。

副業を希望していますか？

希望している

49%

副業を認められていますか？

認められている

27%
昨年より

８ポイントアップ
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2020年度の地域別最低賃金が改定、
発効しました

中途採用比率の公表が
来年春スタート
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「中途採用比率の公表」についてのご相談も承っております。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。Infomation 0120-675-606

【受付時間 9:00～18:00】

フリー
ダイヤル

中途採用比率の公表

来年度から、企業は自社の中途採用比率を公表するこ

ととされました。

これは、政府が進める求職者と企業側のニーズのマッ

チング、新卒一括採用の見直し、就職氷河期世代や高年

齢層の中途採用の拡大を反映した施策です。

９月に開かれた厚生労働省の労働政策審議会で、内容

について「おおむね妥当」との答申が行われ、内容がほぼ

固まりました。令和３年４月１日から施行とされていま

すので、対象となる企業では準備を進めておく必要があ

ります。

公表の方法

対象は、常時雇用する労働者の数が301人以上の企業

です。対象企業は、「雇い入れた通常の労働者及びこれに

準ずる者」に占める、いわゆる中途採用者の数の割合を、

おおむね１年に１回以上、公表日を明示し、直近の３事

業年度分の実績について、インターネットなど、求職者

等が容易に閲覧できる方法で、公表しなければならない

とされています。

ここでいう「通常の労働者に準ずる者」とは、短時間正

社員のことです。短時間正社員とは、さらに具体的には、

期間の定めのない労働契約を締結している労働者で

あって、１週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用さ

れる通常の労働者の１週間の所定労働時間に比し短く、

かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるもの、です。

今後の情報に注意

自社ホームページの採用情報のページに掲載し公表

するのがわかりやすいかと思われますが、具体的な明示

の仕方などは、追って厚生労働省から案内されると思い

ますので、対象となる企業は今後の情報に注意しておき

ましょう。

また、特定求職者雇用開発助成金などの利用も併せて

検討できるかもしれません。

コロナの影響で
引上げ額の目安が示されず

10月１日から、2020（令和２）年

度の地域別最低賃金額が改定、発

効しました。今年度は新型コロナ

ウイルスによる経済・雇用への影

響を踏まえ、中央最低賃金審議会

は「引上げ額の目安を示すことは

困難であり、現行水準を維持する

ことが適当」と答申し、引上げ額の

目安が示されず各都道府県の地方

最低賃金審議会での判断に委ねら

れることになりました。

全国の最低賃金の状況は？

今年度の地域別最低賃金は、７

都道府県（北海道、東京都、静岡県、

京都府、大阪府、広島県、山口県）が

改定をせずに「据え置き」となり、

その他の地域も１円から３円の引

上げにとどまりました。全国加重

平均は902円で前年度より１円の

引上げとなりました。

また、最低賃金が最も高い東京

都（1,013円）と最も低い地域（秋田

県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀

県、大分県、沖縄県の７県（792

円））の金額差は221円（昨年度は

223円）でした。地域間格差は若干

縮まりましたが、依然として深刻

な問題となっています。

「早期の全国加重平均1,000円」を
掲げていたが…

日本の最低賃金は他の先進国よ

りも低く、安倍内閣では年３％の

引上げを明言し、昨年度は初めて

1,000円を超す都県が誕生しまし

た。また、早期の全国加重平均

1,000円への引上げを目標に掲げ

ていましたが、新型コロナウイル

スの感染拡大によって雇用が落ち

込み、引上げにブレーキがかかっ

てしまいました。

コロナショックが続く中、菅内

閣に政権が変わり今後の最低賃金

の引上げにどのように対応するか

が注目されます。

参　考

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

▲スマホでかんたんに
　アクセスできます。

厚生労働省

地域別最低賃金の全国一覧

全国の最低賃金の状況

東京都

最も高い地域 最も低い地域

1,013円
秋田県、鳥取県、島根県、
高知県、佐賀県、大分県、
沖縄県

792円

差額

221円

公表の方法について

・おおむね１年に１回以上
・公表日を明示
・直近の３事業年度分の実績について
・インターネットなど、求職者等が容易に閲覧
できる方法

下記のように公表しなければならないとされています。
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国税庁が年末調整ソフトの
提供を開始
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ゆうメール

料金後納
郵便

〈差出人・返還先〉

中越運送株式会社
〒125-0051
東京都葛飾区新宿3-9-5

令和2年11月吉日

⇒答えはP.8の下へ

株式会社高橋賃金システム研究所／多摩労務管理事務所／株式会社高橋給与計算センター
令和2年（2020年）

November

拝啓　貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

人事労務NEWSをお送り致します。お目通しいただければ幸いです。

貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。　　　　　　  敬具

11月
人事から経営を支援する

人事労務NEWS

代表・活人コンサルタント　高橋　邦名
くに  かた

人事労務NEWS （11月号） ～お客様のお役に立つ情報を発信します～

株式会社高橋賃金システム研究所

個人情報の取扱いに

関するご連絡

発行人・編集人 発  行高橋  邦名

本封書はこれまでに、顧客様及び、弊社担当者が名刺交換をさせていただいた方、弊社が関与する各種イベント、セミナー、Webその他のマーケティング
キャンペーンなどにお申し込みやご参加いただいた方、広く一般に公開もしくは提供されている情報を通じて弊社顧客情報に登録されている方に郵送さ
せていただいております。※ご不要の場合にはご一報くださいますよう、お願い申し上げます。

http://www.katsujin-consul.com taka0001@sepia.ocn.ne.jp
1.賃金制度、評価制度の導入指導
2.就業規則の作成
3.労働保険・社会保険手続き代行
4.給与計算代行
5.企業文化創造研修・人財育成

業
務
内
容

株式会社高橋賃金システム研究所／多摩労務管理事務所／
株式会社高橋給与計算センター

（事務センタ―）東京都八王子市寺町1‒1
TEL:042-627-0521　FAX:042-627-0528

東京都中央区八重洲2‒4‒10 第一幸田ビル5F
TEL:050-3386-9903　FAX:050-3730-2397東京本部本社

P2. 労基法施行規則等の改正案「届出等の際の押印等の廃止・
 36協定届などの様式の見直し」について

P3. 準備は進めていますか？　来年１月１日より子の
 看護休暇・介護休暇の時間単位取得ができるようになります

P4. 企業における感染症対策の実態は？ ～東京商工会議所調査より

P5. 「副業」実態調査　～「エン転職」ユーザーアンケートより

P6. 2020年度の地域別最低賃金が改定、発効しました

P7. 中途採用比率の公表が来年春スタート

P8. 国税庁が年末調整ソフトの提供を開始
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有期労働契約は、原則として、３年を超える期間について締結してはならないこととされています。ただ

し、①高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者との間に締結する労働契約、②満60歳以上の労

働者との間に締結する労働契約、については期間の上限は5年とされています。また、1年を超える有期

労働契約については、原則働き始めてから１年が経過していれば、いつでも退職することができる。

Answer

Question人事・労務

QUIZ

人事・労務

QUIZ

拝啓　貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

人事労務NEWSをお送り致します。お目通しいただければ幸いです。

貴社のますますのご発展をお祈り申し上げます。　　　　　　  敬具

年末調整の電子化に向けた取組み

企業と従業員双方の事務処理の負担軽減を目的とした年末調整手続きの
電子化に向けた取組みにより、令和２年分の年末調整から、生命保険料控
除、地震保険料控除および住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等につ
いて、勤務先への電子データによる提出が可能になりました。そして令和２年
10月、従業員が年末調整の書類をインターネット上で作成するためのソフト
ウェア「年調ソフト」の提供が開始されました（国税庁ホームページからダウ
ンロード可能）。電子化に対応している企業については、従業員へこれを周知
し、電子化にともなって変更となる手続き等を確認し、来るべき年末調整に備
えましょう。また、今年は対応しなかったという企業についても、従業員からの
問合せが増えることが考えられます。来年以降の対応も含め、自社の対応を
あらためて確認しておきましょう。

電子化のメリットと注意点

電子化が進むと、従業員は「マイナポータル」を利用して簡単に申請書の作成ができるようになり、控除証明書
等の紛失や計算ミスなどが減ります。企業は、これまで多くの労力をかけていた検算・付け合わせ等の確認作業が
大幅に削減できるようになります。また、提出された控除申告書は７年間保存
する必要があり、保管コストが発生していましたが、電子データでの保管が
可能となるためこれを削減できます。一方で、情報漏洩を防ぐためのセキュリ
ティの強化や、自社が使用する給与システムを対応させる場合の改修費が必
要となる可能性もあり、注意が必要です。なお、電子化にあたっては、従業員
に対する周知や給与システム等の改修のほかに、従業員から申告書に記載
すべき事項を電子データにより提供を受けることについて、あらかじめ所轄
税務署に承認申請書を提出する必要があります。

期間を定めた労働契約を締結す

る際、契約期間の上限には制限が

ある。〇か×か

国税庁のホームページ

マイナポータルのホームページ

https://www.nta.go.jp/users/
gensen/nenmatsu/
nencho.htm#soft_dl


